
◎農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改

正する法律 
（令和三年四月二八日法律第二六号）   

一、 提案理由（令和三年四月六日・衆議院農林水産委員会） 

○野上国務大臣 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する

法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法においては、農業法人の自己資本

の充実を通じ、農業の持続的な発展を図るため、農林水産大臣による承認を受けた投資

会社等を通じて投資を促進してきたところであります。 

 近年、農林漁業や食品産業の分野では、輸出のための高度な衛生管理施設の整備や、

スマート農林水産業に必要な技術開発等の多様な分野の新たな動きに対応する等の資金

需要が生じており、これに対応する必要性が高まっています。 

 しかしながら、農林漁業や食品産業については、農林漁業が天候等のリスクを有する

こと、生産活動サイクルが長く投資回収に時間を有する等の事情により民間投資を十分

に受けられていない状況にあります。 

 こうした状況を踏まえ、農林漁業の生産現場から、輸出、製造、加工、流通、小売、

外食等のフードバリューチェーンに携わる事業者全てを対象として、農林漁業及び食品

産業の更なる成長発展に必要な資金供給を促進するための措置を講じるため、この法律

案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、目的規定についてであります。 

 農林漁業や食品産業における新たな動きへの資金供給の必要性に鑑み、目的を農林漁

業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るととも

に、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事

業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与する

こととしております。 

 第二に、投資対象とする法人の追加であります。 

 農林水産大臣の承認を受けた投資会社及び投資事業有限責任組合の投資対象に、現行

の農業法人に加え、これまで対象でなかった林業や漁業を営む法人、そして、農林水産

物や食品の輸出、製造、加工、流通、小売、外食等の食品産業の事業者、さらに、スマ

ート農林水産業に必要な技術開発等を通じて農林漁業者又は食品産業の事業者の取組を

支援する事業活動を行う法人等を追加することとしております。 

 第三に、投資事業有限責任組合に関する外国法人への投資に関する特例であります。 

 農林水産大臣の承認を受けた投資事業有限責任組合が、外国法人への投資について農

林水産大臣の確認を受けた場合には、投資事業有限責任組合契約に関する法律における

外国法人への投資割合に関する規制の対象外とすることとしております。これを通じ、



農林水産物の輸出促進に資する海外での物流・販売拠点の整備等を推進していきたいと

考えております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和三年四月八日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の

対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の

措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日野上農林水産大臣から趣旨の説明

を聴取し、昨七日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたとこ

ろ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月七日） 

 農林水産物・食品の輸出の促進、スマート農林水産業の進展等、農林漁業及び食品産

業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、その持続的な発展に向けては、家族農業経営発展

の支援及び農業経営の法人化を引き続き推進するとともに、農林漁業の生産現場から、

輸出、製造、加工、流通、小売、外食等に至るフードバリューチェーン全体への資金供

給の促進を図ることが重要な課題となっている。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が現行よりも大幅に追加・拡大さ

れる前提として、我が国の農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経

営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展

に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産

業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を

適切に運用すること。 

二 農林漁業法人等に対する投資育成事業の実施に当たっては、出資、融資等の資金調

達に係る利用者の自主的な判断を尊重した上で、農林漁業法人等が本制度による出資

を活用する際に、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施、六次産業化の推進等、

農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与するための幅広い施策との連携が可能と

なるよう、丁寧な制度の説明及び周知を図ること。 

三 外国法人への投資割合規制を緩和する改正後の法第十二条の運用等、外国法人に対

する投資育成事業の実施に当たっては、国内における投資以上に投資リスクが懸念さ



れることを踏まえて、投資主体に対する適切な指導・監督を行う体制を確保する観点

から事業計画の承認に係る基準等を定めるとともに、当該投資リスクの低減に万全を

期すこと。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和三年四月二一日） 

○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、投資育成事業の対象

となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、農林漁業における資金調達の在り方、投資対象を拡大する意

義、既存の農林漁業成長産業化支援機構との相違等について質疑が行われましたが、そ

の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対する

旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二〇日） 

 農林漁業及び食品産業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、その持続的な発展に向けて

は、家族農業経営発展の支援及び農業経営の法人化を引き続き推進するとともに、農林

漁業の生産現場から、輸出、製造、加工、流通、小売、外食等に至るフードバリューチ

ェーン全体への資金供給の促進を図ることが重要な課題となっている。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が現行よりも大幅に追加・拡大さ

れる前提として、我が国の農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経

営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展

に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産

業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を

適切に運用すること。 

二 農林漁業法人等に対する投資育成事業の実施に当たっては、出資、融資等の資金調

達に係る利用者の自主的な判断を尊重した上で、農林漁業法人等が本制度による出資

を活用する際に、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施、六次産業化の推進等、

農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与するための幅広い施策との連携が可能と

なるよう、丁寧な制度の説明及び周知を図ること。 



三 外国法人への投資割合規制を緩和する改正後の法第十二条の運用等、外国法人に対

する投資育成事業の実施に当たっては、国内における投資以上に投資リスクが懸念さ

れることを踏まえて、投資主体に対する適切な指導・監督を行う体制を確保する観点

から事業計画の承認に係る基準等を定めるとともに、当該投資リスクの低減に万全を

期すこと。 

  右決議する。 

 


